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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２６年１０月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年１月２８日 ２３時１８分ごろ 

発生場所 岡山県倉敷市水島港 

 水島港西１号防波堤灯台から真方位１３３°２,４５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２７.２′ 東経１３３°４５.２′） 

事故調査の経過  平成２４年２月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。  

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 MARINE
マ リ ン

 HORNBILL
ホ ー ン ビ ル

（パナマ共和国籍）、８,７１８トン 

   ９５９４３６５（ＩＭＯ番号）、ASIA SHIPPING NAVIGATION S.A.

   １１６.９４ｍ×１９.６０ｍ×１４.００ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、３,９００kＷ、２０１０年９月１５日 

Ｂ 引船 辰
しん

甲
こう

丸、１０３トン 

   １２９２１３、株式会社丸辰商会 

   ２９.９８ｍ×７.００ｍ×３.１０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、６６１kＷ、昭和６３年１１月３日 

Ｃ 台船 ○辰２００１号、１,０５７トン 

   なし、株式会社丸辰商会 

   ５７.０ｍ×１５.０ｍ×３.５ｍ、鋼 

   機関なし、１９８５年（建造年） 

Ｄ 引船 大陽
たいよう

丸、１５９トン 

１２６４５２、昭陽汽船株式会社 

３２.９０ｍ×８.６０ｍ×３.７８ｍ、鋼 

ディーゼル機関２基、１,９１２kＷ（合計）、昭和５７年９月

２０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（ベトナム社会主義共和国籍） 男性 ３８歳 

   締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給） 

    交付年月日 ２０１１年７月１５日 

          （２０１６年２月２８日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５７歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成元年７月３日 
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    免 状 交 付 年 月 日 平成２１年８月５日 

    免状有効期間満了日 平成２６年８月４日 

Ｄ 船長Ｄ 男性 ６４歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４５年９月１１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２１年１月２２日 

    免状有効期間満了日 平成２６年７月９日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ バルバスバウに擦過傷 

Ｂ なし 

Ｃ 船首部に凹損、コンテナ６個が破損 

Ｄ なし 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１７人（ベトナム社会主義共和国籍）が乗り組

み、スチールコイル約３,０００ｔを積載し、船長Ａが操船の指揮を

とり、三等航海士を見張りに、操舵手を手動操舵にそれぞれ就け、正

規の航海灯を表示し、着岸作業を支援するＤ船が先行する態勢で倉敷

市上濃地
か み の じ

島西方沖から水島港内の着岸予定地に向かった。 

 船長Ａは、水島港の港内航路に入る前、Ｄ船からＶＨＦ無線電話１

７ｃｈにより、出港船を右側に行かせるので、Ａ船は左側を行って下

さいとの連絡を受けた。 

 Ａ船は、平成２４年１月２８日２３時１１分ごろ港内航路に入り、

その後、船長Ａが、水島港港内航路第５号灯浮標（以下、水島港港内

航路の灯浮標の名称については、「水島港港内航路」を省略する。）の

北西方沖にＢ船をレーダーで探知し、Ｂ船の白灯３個及び緑灯を確認

した。 

 船長Ａは、Ｂ船がコンテナを積んだＣ船をえい
．．

航した引船列（以下

「Ｂ船引船列」という。）を構成し、Ａ船に接近していることを認

め、Ａ船の存在を知らせようと思い、Ｂ船に向かって発光信号を何度

か行ったが、応答がなく、Ｂ船引船列と右舷を対して通過するため、

予定針路の３２２°（真方位、以下同じ。）となった後も針路を少し

ずつ左に転じ、速力（対地速力、以下同じ。）約８.６ノット（kn）で

航行を続けた。 

 船長Ａは、２３時１４分ごろＢ船が針路を右に転じていることに気

付き、不安を感じてゆっくりと減速を始め、その頃第５号灯浮標近く

に移動していたＤ船に対し、Ｂ船との通過方法について、ＶＨＦ無線

電話１７ｃｈで何度か確認したところ、出港船を右側に行かせるの

で、Ａ船は左側を行って下さいとの回答を受け、紅灯を見せ始めたＢ

船と右舷を対して通過することに不安を抱くようになった。 

 船長Ａは、Ｂ船と約０.２海里に接近した２３時１７分ごろ、機関

を後進にかけ、右舵一杯を取り、２３時１８分ごろ、Ａ船が速力約
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７.４kn で船首が約３２４°を向いて機関の後進回転が始まりだした

頃、Ａ船の船首がＣ船の船首中央付近に衝突し、えい
．．

航索を切断し

た。 

 船長Ａは、極微速力で航行を続けながら、乗組員及び船体の安全を

確認し、備讃瀬戸海上交通センター（以下「備讃マーチス」とい

う。）から、本事故の発生を問い合わせる連絡を受けた後、Ｃ錨地に

向かった。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか３人が乗り組み、コンテナ６４個を積載したＣ

船の船首両舷からＹ字状に取った２本のワイヤロープの先にＢ船の船

尾から伸ばした長さ約５０ｍのロープをつなぎ、Ｂ船の船尾からＣ船

の船尾までの長さを約１２５ｍとし、２２時２０分ごろ水島港玉島６

号ふ頭を出港した。 

 船長Ｂは、単独の船橋当直に就き、Ｂ船に連掲したマスト灯３個、

両舷灯、船尾灯、引船灯及び黄色回転灯１個を、Ｃ船に両舷灯をそれ

ぞれ表示し、舵輪の前に立ってリモコンを使用した手動操舵により、

水島港のＪＦＥ南側海域を機関の回転数毎分（rpm）を約２８０とし

て速力約４.２～５.５kn で東南東進した。 

 船長Ｂは、水島港西１号防波堤灯台を過ぎて間もなく倉敷市濃地諸

島の島陰の中に入港する態勢のＡ船の白灯１個を視認し、間もなく別

の白灯１個を視認するようになり、Ａ船は港内航路を北進する入港船

なので、Ａ船の航行の支障とならないように濃地諸島に寄って航行し

ようと思い、針路を東南東から南東へゆっくりと転じながら航行を続

けた。 

 船長Ｂは、濃地諸島の島陰からＡ船が出て来ることを認め、Ａ船北

方の遠く離れた場所にＤ船がいることに気付いた。 

 船長Ｂは、Ａ船が針路を徐々に左に転じてＢ船の方に向かって来て

いることに気付き、Ａ船の監視を行いながら、針路をゆっくりと右に

転じて航行を続け、第１号灯浮標及び第３号灯浮標の見え具合から濃

地諸島が近いことを知り、機関を２００rpm にしたが、これ以上濃地

諸島に接近したら危険な上、Ａ船が紅灯を見せずに接近を続けるの

で、急激に左転したところ、Ａ船とＣ船とが衝突した。 

 船長Ｂは、衝突後、近くにＤ船がいることに気付いた。 

 Ｄ船は、船長Ｄほか２人が乗り組み、Ａ船の着岸支援作業に従事す

るため、２２時００分ごろ水島港西公共ふ頭を離れ、Ａ船が待つ上濃

地島西方沖の海域に向かった。 

 Ｄ船は、船橋に１基のＶＨＦ無線電話を装備しており、船長Ｄが操

船を指揮するとともに、ＶＨＦ無線電話１７ｃｈを使用してＡ船と交

信していた。 

 船長Ｄは、上濃地島西方沖でＡ船と合流した後、Ａ船に先行する態

勢で航行を始め、第３号灯浮標東方の港内航路中央付近で待機し、Ａ
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船が上濃地島の南側から出て来ることを確認した。 

 船長Ｄは、第３号灯浮標の東方沖で待機中、港内航路を２隻の出港

船が南進しており、先行する日本船（以下「Ｅ船」という。）からＶ

ＨＦ無線電話１７ｃｈでＡ船の行き先についての問合せを受けたの

で、高梁川の方へ向かうと回答したところ、Ａ船と右舷対右舷で通過

したいとの申出があったので、同意することを伝え、Ａ船に対して

「Out bound vessel starboard to starboard」と連絡し、「OK」の返

事を受けた。 

 船長Ｄは、Ｅ船と連絡を取り合っているうち、Ｃ船をえい
．．

航してＡ

船の方に接近しているＢ船を認め、Ｂ船に対して東に寄ることを促そ

うと思い、Ｂ船に接近を始めた。 

 船長Ｄは、Ｄ船をＢ船の左舷側約３０ｍに移動させて船首をＢ船に

向け、拡声器で東に寄って下さい、危ないですよとの注意を行った

が、Ｂ船からの応答がなく、Ａ船がＢ船引船列と右舷対右舷で通過す

ると予想し、Ｃ船の後方に回っていたとき「ドーン」という衝撃音を

聞き、Ｃ船の右舷側に出たとき、Ａ船の紅灯を認めた。 

 船長Ｄは、本事故後、備讃マーチス、水島ポートラジオ及び海上保

安庁に通報した。 

（付図１ 推定航行経路図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）、付

表２ Ｂ船のレーダー記録（抜粋） 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の中央期、潮流 流向約３０５°、流速約１.５

kn 

 その他の事項 

 

船長Ａは、Ｂ船引船列と左舷対左舷で通過したいと思っていた。 

船長Ａは、Ｂ船が左舵一杯を取るまで、Ｂ船を正面より右側に見て

いた。 

船長Ａは、一般的に日本船の乗組員が英語でコミュニケーションを

取れないことを経験で知っていたので、Ｂ船をＶＨＦ無線電話で呼び

出すことをしなかった。 

船長Ｂは、船橋のドア及び窓を全て閉めていた。 

船長Ｂは、Ａ船が発した発光信号、Ｄ船の接近及び拡声器による呼

び掛けに気付かなかった。 

船長Ｂは、レーダーを起動していたが、Ａ船の動静監視に活用して

おらず、ＶＨＦ無線電話の音声ボリュームは下げていた。 

船長Ｄは、岸壁着岸作業時の交信用に１５ｃｈ及び１７ｃｈの２局

での交信が可能な携帯型ＶＨＦ無線電話をＡ船に渡していたが、距離

が離れれば、感度が落ちるので、当時は使用していなかった。 

 船長Ｄは、Ａ船が発した発光信号を見ていなかった。 

備讃マーチスのレーダー映像合成装置追尾記録（以下「レーダー記

録」という｡）によれば、Ｂ船の運航状況は、付表２のとおりであった。
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり、Ｃ なし、Ｄ あり 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし、Ｄ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし、Ｄ なし 

 Ａ船は、水島港において、濃地諸島北側の水路を北西進中、船長Ａ

が、Ｄ船から、出港船を右側に行かせるので、Ａ船は左側を行って下

さいとの連絡を受け、Ｂ船引船列と右舷を対して通過しようと思い、

針路を左に転じながら航行を続けたことから、Ｃ船と衝突したものと

考えられる。 

船長Ｄは、港内航路の出港船のＥ船からＡ船と右舷対右舷で通過し

たいとの申出を了承し、出港船を右側に行かせるので、Ａ船は左側を

行って下さいとの連絡を行ったが、その後、船長Ａが、Ｂ船が針路を

右に転じていることに気付き、不安を感じ、Ｄ船に対し、Ｂ船との通

過方法について、ＶＨＦ無線電話で何度か確認したところ、出港船を

右側に行かせるので、Ａ船は左側を行って下さいとの回答を行ったも

のと考えられる。船長Ｄは、港内航路の出港船との通過方法をＡ船に

連絡したが、船長Ａは、Ｂ船引船列との通過方法をＤ船から連絡され

たと思い、相互に認識の違いがあったものと考えられる。 

Ｂ船引船列は、水島港において、濃地諸島北側の水路を南東進中、

船長Ｂが、Ａ船の航行の支障とならないように濃地諸島に寄って航行

を続けたことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、水島港において、Ａ船が濃地諸島北側の水路を北

西進中、Ｂ船引船列が同水路を南東進中、船長Ａが、Ｄ船から、出港

船を右側に行かせるので、Ａ船は左側を行って下さいとの連絡を受

け、Ｂ船引船列と右舷を対して通過しようと思い、針路を左に転じな

がら航行を続け、また、船長Ｂが、Ａ船の航行の支障とならないよう

に濃地諸島に寄って航行を続けたため、両船が衝突したことにより発

生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・両船が行き会う場合、通過方法の連絡については誤りが生じない

よう、相手船を特定できる方法（自船からの方位、距離、相手船

が航行している場所等）で行うこと。 

 ・ＶＨＦ無線電話の聴取を心掛け、積極的に活用すること。 

 ・狭い水道等においては右側端に寄って航行することが、海上衝突

予防法で求められていることを十分に理解し、同法の規定どおり

に右側端航行を行うこと。 
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付図１ 推定航行経路図 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時刻 

（時：分：秒） 

北緯 

（度－分－秒） 

東経 

（度－分－秒） 

船首方位

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力

（ｋｎ） 

28 日 22:59:57 34-26-26.2 133-45-00.2 114 122.5 4.0 

   23:00:57 34-26-24.3 133-45-04.3 109 117.5 3.9 

   23:01:57 34-26-22.9 133-45-08.6 112 112.5 3.8 

     23:02:46 34-26-21.6 133-45-11.9 113 117.3 3.5 

   23:03:57 34-26-19.9 133-45-16.0 112 117.9 3.1 

   23:04:57 34-26-18.6 133-45-19.1 112 116.4 2.8 

   23:05:57 34-26-17.4 133-45-22.1 102 108.5 2.8 

   23:06:56 34-26-16.8 133-45-25.5 090 098.4 3.0 

     23:07:45 34-26-17.0 133-45-28.8 075 080.4 3,4 

   23:08:56 34-26-19.4 133-45-33.9 062 053.1 4.8 

     23:09:45 34-26-22.4 133-45-38.2 052 048.1 5.9 

   23:10:56 34-26-29.3 133-45-43.7 030 027.4 7.4 

   23:11:56 34-26-36.8 133-45-46.5 356 010.9 8.3 

   23:12:45 34-26-43.7 133-45-44.8 335 343.3 8.5 

   23:13:56 34-26-52.5 133-45-38.2 318 322.4 8.7 

   23:14:57 34-26-58.8 133-45-31.1 313 314.8 8.6 

   23:15:56 34-27-04.7 133-45-23.5 310 312.4 8.5 

   23:16:57 34-27-10.1 133-45-15.7 313 307.4 8.2 

   23:17:06 34-27-10.9 133-45-14.6 317 307.5 8.1 

   23:17:16 34-27-11.8 133-45-13.3 321 310.1 8.0 

   23:17:36 34-27-13.7 133-45-11.2 324 317.3 7.6 

     23:17:45 34-27-14.5 133-45-10.4 324 319.3 7.4 

   23:17:57 34-27-15.3 133-45-09.6 326 319.4 6.3 
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付表２ Ｂ船のレーダー記録（抜粋） 

 

※ ２３時１７分００秒～１８分００秒の間は６秒ごとの記録を示す。 

 

 

 

時刻 

（時：分：秒） 

北緯 

（度－分－秒） 

東経 

（度－分－秒） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

（ｋｎ） 

28 日 23:00:00 34-28-05.5 133-43-43.2 104  4.2 

 23.01.00 34-28-04.7 133-43-48.6 103  4.6 

       23.02.00 34-28-03.5 133-43-54.0 104  4.2 

       23:03:00 34-28-02.3 133-43-59.0 105  4.2 

       23:04:00 34-28-01.2 133-44-04.2 105  4.2 

       23:05:00 34-27-59.6 133-44-09.7 107  4.6 

       23:06:00 34-27-57.6 133-44-15.2 111  4.6 

       23:07:00 34-27-55.2 133-44-22.3 112  5.1 

       23:08:00 34-27-53.1 133-44-28.5 112  5.5 

       23:09:00 34-27-50.4 133-44-34.8 115  5.5 

       23:10:00 34-27-47.0 133-44-40.5 129  5.0 

       23:11:00 34-27-43.5 133-44-46.1 129  5.5 

       23:12:00 34-27-39.2 133-44-50.4 133  5.5 

       23:13:00 34-27-34.4 133-44-55.2 138  5.5 

       23:14:00 34-27-30.0 133-44-58.9 142  5.5 

       23:15:00 34-27-25.4 133-45-02.5 145  5.4 

       23:16:00 34-27-20.5 133-45-06.2 147  5.5 

       23:17:00 34-27-16.8 133-45-08.4 150  4.6 

      23:17:06   34-27-16.9 133-45-08.8 149  4.6 

       23:17:12   34-27-16.7 133-45-09.5 147  4.6 

       23:17:18   34-27-16.5 133-45-10.4 145  4.6 

       23:17:24   34-27-15.6 133-45-10.1 145  4.6 

       23:17:30   34-27-15.2 133-45-10.4 145  4.6 

       23:17:36   34-27-14.8 133-45-10.7 145  4.6 

       23:17:42   34-27-14.4 133-45-11.0 145  4.6 

       23:17:48   34-27-11.6 133-45-12.5 154 13.6 

       23:17:54   34-27-11.7 133-45-12.1 156 11.9 

       23:18:00 34-27-12.0 133-45-12.2 155  9.3 


